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第 2 号議案、第 4 号議案は Web への掲載を致しません。 

詳細が必要な方は駿台 E.S.S.の HP「お問い合わせ」よりご連絡ください。 

 

 

 



第 1 号議案 

２０２４年１０月吉日 

２０２３年度（２０２３．１０．１～２０２４．９．３０）事業報告 

 

【駿台 E.S.S. 会の運営と行事に関する活動】 

２０２３年 

１０月 ６日 総会準備執行部会 ZOOM にて開催 

１０月３０日 総会準備役員会 ルノアール四谷にて開催 

１１月 ６日 総会準備役員会 ルノアール四谷にて開催 

１１月 ９日 総会リハーサル ZOOM にて開催 

１１月１８日 ２０２３年度総会 明治大学リバティタワーにて開催 

１２月 ７日 総会振り返り役員会 ZOOM にて開催 

１２月１２日 臨時支援金の件で臨時執行部会 ZOOM にて開催 

２０２４年 

２月 ３日 定例役員会＆新年会 神保町にて開催 

 6 月１９日 ユース会議 東京駅にて開催 

７月 ４日 定例役員会 ZOOM にて開催 

 7 月１０日 ユース懇親会（2000 年～2018 年卒）汐留にて開催 

７月１２日 定例役員会 ZOOM にて開催 

７月２２日 定例役員会 ZOOM にて開催 

７月２３日 明大アカデミーコモン下見 

８月 １日 明大アカデミーコモン仮予約 

８月 ２日 定例役員会 ZOOM にて開催 

８月１９日 ピンバッジ企画部会 新宿にて開催 

９月 ４日 臨時役員会総会準備 ZOOM にて開催 

９月１０日 ピンバッジ企画部会 千歳船橋にて開催 

９月１３日 定例役員会 ZOOM にて開催 

【駿台 E.S.S. 英語部現役生を支援・応援する活動】 

２０２３年 

１２月２３日 明治 Open Dis.観戦（和泉キャンパス） 

２０２４年 

６月１４・１５日 ドラマセクション公演応援観劇（猿楽町校舎） 

９月２５日 明治 E.S.S.現役生に駿台 E.S.S.より今年度の支援金￥323,000-を交付 

【【駿台 E.S.S. 会員相互の親睦を深める活動】 

２０２３年  

１１月１８日 駿台 E.S.S.総会 懇親会開催 

２０２４年  

４月２０日 ７３年卒須藤氏宅にて「筍堀の会」開催 

８月１１日 シニア企画部会ラグビー観戦企画 ZOOM にて開催 

９月２２日 ラグビー明治 vs 慶応観戦会 親睦会開催 

 



第３号議案 

                                                                2024 年 10 月吉日 

2024 年度（2024.10.1～2025.9.30）事業計画（案） 

 

① 2024 年 11 月 16 日  駿台 E.S.S. 2023 年度総会ならびに懇親会。 

② 現役生向け 

⚫ WEB における大会開催の周知 

➢ スピーチ  板橋杯、三上杯など 

➢ ディスカッション 明治オープンなど 

➢ ドラマ   年 2 回の公演 

➢ ディベート  各種大会 

具体的な日程等はホームページ等にて随時ご案内いたしますので、ぜひ会場に足をお運びいただき、観戦、応援ください。 

 

③ OB/OG 向け 

今年度は、大きく下記の 3 つの分野で活動を企画・実行予定です。 

1. 活動基盤（インフラ）の構築 

I. 前年度に引き続き、会員データベースの再整備・可視化 

 進捗：2000 年～2026 年までの拡大の窓口になる方の候補選定済 

II. 新しい会費納入システム（サブスクペイ）の本格的導入：24 年 11 月～ 

 24 年 10 月に作成した当会のノベルティーピンバッチ並びに、サブスクペイと連動し、会員の帰属意識向上や会費

納入率の向上を目指す 

2. 役員・実行委員の連携 

I. 役員だけでなく、各代を代表して頂けるメンバーの選出・連携をし、会員データベースの再構築や、イベント企画に活

用 

3. 交流・懇親イベント企画 

I. シニア世代（目安：平成卒以前・60 代以上） 

 「ウォーキング会」「筍堀の会」「ハイキング」「野球・ラグビー観戦」および懇親会 

II. ユース世代（目安：平成卒意向・60 代未満） 

 今まで連絡網の確立が出来ていない平成卒以降の会員向けに気軽に参加できる懇親会・交流会の企画（24 年 12 月

に開催予定） 

 上記で構築されたコネクションを受けて、異業種・同業種などの情報交換を目的としたネット交流イベント 

 

交流・懇親イベントに関しては、一例であり、実際に会員の皆様のニーズ・参加状況を確認しながら進めてまいります。 

 

準備が整いましたらご案内いたしますので、奮ってご参加ください。 

また、事業企画を一緒に推進してくださるメンバーも併せて募集しています。 

 

役員事務局担当：吉田（2006 年卒）までご一報ください。 

 

 

 

 



第五号議案 

駿台 E. S. S. （THE SUNDAI E.S.S.） 会則 

 第１章 総 則 

第１条 本会は駿台 E.S.S.（明治大学英語部 OBOG 会、英文名 THE SUNDAI E.S.S.）と称する。 

第２条 本会は会員相互の親睦を図り、明治大学英語部（E.S.S.）を援助し英語部の発展を 通して社会に貢献し、更なる歴史が

継承されることを目的とし、その目的達成に 必要な事業を行う。 

第３条 本会はその所在地を会計担当の居住地とする。(改定条項)  

本会は事務局を会計担当の居住地に置くが、必要に応じてその他の役員の居住地に事務局を置くことができる。(現行条項) 

第２章 会 員 

第４条 本会は明治大学英語部（E.S.S.）出身者及び本会の趣旨に賛同し役員会において認められた者を以って組織する。 会員

は原則大学卒業と同時に会員の資格を有する。但し、辞退の際は事前に事務局に申し出ることとする。  

第５条 会員は会の目的達成のために所定の年会費を納入するものとする。 年会費に関する規定は役員会にて定める。  

第３章 役 員 

第６条 本会に次の役員を置くことが出来る。  

会長 

副会長 

事務局長 

総務担当 

広報担当 

渉外担当 

ネットワーク担当 

事業企画担当 

会計担当  

役員数は最大１２名とする。  

第７条 各役員の職務、担当は次の通りとする。  

会長：本会を代表し会務を総括する。  

副会長：会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理し会長欠員の時は その職務を行う。 

事務局長：会長及び副会長を補佐し各役員と協力し会の運営実務を統括する。 

総務担当：本会の事務・総会の運営。  

広報担当：HP、会報を含む広報活動全般の管理・運営。  

渉外担当：大学当局及び英語部その他への窓口連絡、情報交換。  

ネットワーク担当：会員とのコミュニケーション体制の構築・運営。 

事業企画：事業の企画及び運営。 

会計担当：出納・予算・決算業務、監事との窓口。  

第８条 会長は役員の中から１名を互選する。  

第９条 役員は役員会に出席しその審議並びに決議に参与し、本会の事業を推進する。 

第１０条 監事を２名役員以外から選任する。  



第１１条 監事は本会の該当年度の事業監査及び会計監査を行う。  

第１２条 役員、監事は自薦、他薦を問わず任期直前の総会に立候補でき、当総会において 選任の承認決議を受けるものとする。  

第１３条 役員、監事の任期は２年とし、その期間は選任決議の承認を受けた総会から２年後の総会終結までとする。但し特別な

社会環境の影響などにより対応の必要性が生じた場合、総会の承認をもって更に１年に限り延長できるものとする。 役

員の兼任・再任、会計監事の再任は妨げない。  

２．補欠又は増員により選任された役員、会計監事の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。  

第１４条 本会は名誉顧問を置くことができる。役員会が推挙し委嘱、総会にて報告する。(改定条項) 

本会は名誉顧問を置くことができる。役員会が会長経験者を推挙し委嘱、総会にて報告する。 (現行条項) 

 

第４章 アドバイザー（顧問）制度 

第１５条 役員会は会員の中から若干名のアドバイザーを推薦し任命することができる。  

第１６条 アドバイザーの役割は会員を代表して大所，高所から役員会に助言、提言を行うこと。  

第１７条 アドバイザーは役員会の要請により又本人の意思により役員会に出席し発言ができるものとする。但し議決権は有しな

い。 

第１８条 アドバイザーの任期は２年とする。  

第５章 会 議 

第１９条 本会の会議は会員総会及び役員会とする。会議は会長がこれを招集し、その議長となる。 但し、議長は会長に委任され

た副会長又は事務局長が行うことも妨げない。 

第２０条 総会は毎年最低１回開会するが会長が必要と認めた時も開会できる。 

第２１条 役員会は事業達成のために最低３ヶ月に１回開催するものとする。 

第２２条 現役生の駿台 E.S.S.担当役員及び現役生コミティーが、役員会に出席することを歓迎する。都合により代理役の出席も

妨げない。  

第２３条 総会に於いて決議または報告を要する事項は次の通りとする。 

1. 予算収支及び事業計画 

2. 収支決算及び事業報告 

3. 役員の選任及び解任 

4. 会則の変更 

5. 解散 

6. その他会長が必要と認めた事項 但し期中における緊急事項については役員会で議決することを認める。  

第２４条 総会の議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長がこれを決する。  

第２５条 役員会において議決または報告する事項は次の通りとする。   

1. 総会に提出する議案 

2. 会員の入会及び除名に関する事項 

3. その他会長が必要と認めた事項 

第２６条 役員会は構成員の過半数の出席によって成立する。  

第２７条 役員会の議決は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長がこれを決する。  

 

第６章 会 計 

第２８条 本会の事業年度は 10 月 1 日に始まり、翌年 9 月 30 日に終わる。  

第２９条 本会の経費は年会費、臨時会費、賛助費及びその他の収入を以ってこれに充てる。  

第３０条 会計の正確を期すため出納管理に関する規定を役員会にて定める。  

 



第７章 雑 則 

第３１条 会員でその体面を汚し又は本会の目的に反する行為あるものは、総会の議決で除名または会員資格を停止することが出

来る。  

第３２条 会員はその住所、氏名、職業他最新の名簿に記載されている事項を変更した時は事務局長または名簿・連絡網担当役員

に連絡する。  

 

附 則 

本会則は平成２２年０３月２３日より実施する。  

本会則は平成２６年１１月２９日より実施する。  

本会則は平成２７年１１月１８日より実施する。  

本会則は平成２８年１２月１０日より実施する。  

本会則は平成２９年１１月２５日より実施する。  

本会則は令和０２年１１月３０日より実施する。  

本会則は令和０３年１１月２７日より実施する。 

本会則は令和０６年１１月１６日より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


